
窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価実施要領

（平成１４年国土交通省告示第１７号）

１ 目的

窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置（以下「低減装置」という ）に係る性能を自動車。

と組み合わせた状態で評価する制度を構築し、優良な低減装置を公表することにより、その普及を

促進し、既に運行の用に供している普通自動車及び小型自動車（以下「使用過程車」という ）の。

排出ガス低減性能の改善を図ることを目的とする。

２ 評価の対象とする低減装置

（１）粒子状物質低減装置（以下「ＰＭ低減装置」という ）。

軽油を燃料とする使用過程車に装着し、当該自動車の運行に伴って発生する粒子状物質（以

下「ＰＭ」という ）を低減する装置。ただし、ＰＭ低減装置を装着する使用過程車は、５の表。

の低減装置を装着する自動車の種別の項に掲げる自動車に応じ、ＰＭの諸元が、それぞれＰＭの

項に掲げる値を超えるものであること。

（２）窒素酸化物低減装置（以下「ＮＯｘ低減装置」という ）。

ガソリン若しくは液化石油ガスを燃料とする使用過程車（専ら乗用の用に供する乗車定員１０

人以下のものを除く ）又は軽油を燃料とする使用過程車に装着し、当該自動車の運行に伴って。

発生する窒素酸化物（以下「ＮＯｘ」という ）を低減する装置。ただし、ＮＯｘ低減装置を装。

着する使用過程車は、５の表の低減装置を装着する自動車の種別の項に掲げる自動車に応じ、Ｎ

Ｏｘの諸元が、それぞれＮＯｘの項に掲げる値を超えるものであること。

（３）窒素酸化物及び粒子状物質低減装置（以下「ＮＯｘ・ＰＭ低減装置」という ）。

軽油を燃料とする使用過程車に装着し、当該自動車の運行に伴って発生するＮＯｘ及びＰＭを

低減する装置。ただし、ＮＯｘ・ＰＭ低減装置を装着する使用過程車は、５の表の低減装置を装

着する自動車の種別の項に掲げる自動車に応じ、ＮＯｘの諸元が、それぞれＮＯｘの項に掲げる

値を超えるものであり、ＰＭの諸元が、それぞれＰＭの項に掲げる値を超えるものであること。

３ 評価の申請

（１）申請は、低減装置を製作することを業とする者又はその者から低減装置を購入する契約を締

結している者であって当該装置を販売することを業とするもの（外国において本邦に輸出され

る低減装置を製作することを業とする者又はその者から当該低減装置を購入する契約を締結し

ている者であって本邦に輸出することを業とするものを含む （以下「製作者等」とい。）

う ）が製作又は販売する低減装置について行うものとする。。

（２）申請者は、次に掲げる事項を記載した第１号様式の申請書を低減装置の型式毎に提出する。

①低減装置の種類

②低減装置の名称及び型式

③申請者の氏名又は名称及び住所

④主たる製作工場の名称及び所在地

⑤４に規定する試験の結果（公的な試験機関が測定したものに限る ）。

⑥低減装置を取り付けることができる自動車の型式又は原動機の種類



⑦低減装置のフィルター等の交換時期

⑧低減装置の使用条件

（３）上記の申請書には、次に掲げる書面を添付する。

①低減装置の構造及び性能を記載した書面

②低減装置の外観図

③５に規定する基準に適合することを証する書面

④低減装置点検・整備要領

⑤品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面（申請者が国際標準化機

構第 号の規格により登録されている場合（申請に係る低減装置に関し、主たる製作9002
工場について登録されている場合に限る ）にあっては、登録されていることを証する書。

面）

⑥低減装置に基準不適合が発生した又は発生するおそれがあることを認める場合における報

告方法及びその対応方法を記載した書面

⑦７の規定により優良低減装置として公表された場合における当該低減装置への製作者名

称、低減装置名称及び低減装置型式の表示方法を記載した書面

⑧（１）の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し

（４）国土交通大臣は、申請者に対し、必要があると認めるときは必要な書面の提出及び低減装置

の提示を求めることができる。

４ 試験項目

以下の試験については、別添「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の評価に係る技術

基準」により低減装置と自動車又は原動機との組合せ毎に実施するものとする。ただし、ガソリ

ン若しくは液化石油ガスを燃料とする使用過程車に装着する低減装置又は自動車の運行に伴って

発生するＰＭを触媒の作用により酸化させる機能を有する酸化触媒方式による低減装置は、

（２）の試験を除き （３）の試験は、自動車の運行に伴って発生するＰＭをフィルターにより、

捕集し、捕集したＰＭを電気ヒーター等の強制加熱機構を用いずに、触媒等の作用により酸化さ

せ連続的にフィルターを再生させる機能を有するディーゼル微粒子捕集フィルター（以下「連続

再生式ＤＰＦ」という ）に限る。。

（１）排出ガス低減性能試験

（２）黒煙試験

（３）再生性能試験

（４）耐久性能試験

５ 低減装置の排出ガス低減性能等に係る基準

前項の規定に従い低減装置と自動車又は原動機との組合せ毎に行った試験結果が、以下の基準

に適合していること。

（１）排出ガス低減性能試験の基準

①ＰＭ低減装置

（ア）の式により算出されるＰＭの低減率が 以上であり、かつ （イ）の式により算出され30% 、



る低減装置装着後のＰＭの値が、次表の低減装置を装着する自動車の種別の項に掲げる自動車に

応じ、それぞれＰＭの項に掲げる値以下であること。

また、低減装置を装着した後の自動車のＮＯｘ、一酸化炭素（以下「ＣＯ」という ）及び炭。

化水素（以下「ＨＣ」という）の排出量が、当該低減装置を装着する前よりも悪化しないこと。

ただし、 は、測定誤差とする。10%
②ＮＯｘ低減装置

（ア）の式により算出されるＮＯｘの低減率が 以上であり、かつ （イ）の式により算出さ30% 、

れる低減装置装着後のＮＯｘの値が、次表の低減装置を装着する自動車の種別の項に掲げる自動

車に応じ、それぞれＮＯｘの項に掲げる値以下であること。

また、低減装置を装着した後の自動車のＰＭ、ＣＯ及びＨＣの排出量が、当該低減装置を装着

する前よりも悪化しないこと。ただし、 は、測定誤差とする。10%
③ＮＯｘ・ＰＭ低減装置

（ア）の式により算出されるＮＯｘ及びＰＭの低減率が 以上であり、かつ （イ）の式によ30% 、

り算出される低減装置装着後のＮＯｘの値が、次表の低減装置を装着する自動車の種別の項に掲

げる自動車に応じ、それぞれＮＯｘの項に掲げる値以下であり、低減装置装着後のＰＭの値が、

次表の低減装置を装着する自動車の種別の項に掲げる自動車に応じ、それぞれＰＭの項に掲げる

値以下であること。

また、低減装置を装着した後の自動車のＣＯ及びＨＣの排出量が、当該低減装置を装着する前

よりも悪化しないこと。ただし、 は、測定誤差とする。10%

Ａ－Ｂ

% 100（ア）ＮＯｘ又はＰＭの低減率( ) ＝ ×

Ａ

ただし、

ＮＯｘ又はＰＭの低減率：低減装置を自動車に装着することによる当該自動車のＮＯｘ又はＰＭ

排出量の低減率( )%
Ａ：低減装置非装着状態のＮＯｘ又はＰＭの排出量（ )、( )又（g/km g/kWh
は( )）g/test

Ｂ：低減装置装着状態のＮＯｘ又はＰＭ排出量（ 、( )又は（ ）g/km g/kWh
( )）g/test

ＮＯｘの低減率を算出する際には、Ａ及びＢにＮＯｘの排出量を使用し、ＰＭの低減率を算出す

る際には、Ａ及びＢにＰＭの排出量を使用し、単位は同一のものとすること。

低減率( )%
（イ）低減装置装着後のＮＯｘ又はＰＭの値（ )又は( )）＝Ｃ×（１－ ）（g/km g/kWh

100

ただし、



Ｃ：低減装置を装着する自動車のＮＯｘ又はＰＭの諸元（ )又は( )）（g/km g/kWh
低減装置装着後のＮＯｘの値を算出する際には、ＣにＮＯｘの諸元を、低減率にＮＯｘの低減率

を使用し、低減装置装着後のＰＭの値を算出する際には、ＣにＰＭの諸元を、低減率にＰＭの低減

率を使用すること。

低減装置を装着する自動車の種別 ＮＯｘ ＰＭ

専ら乗用の用に供する乗車定員１０ ( ) ( )0.25 g/km 0.026 g/km
人以下の普通自動車及び小型自動車

（車両重量 以下のものに限1,265kg
る ）。

専ら乗用の用に供する乗車定員１０ ( ) ( )0.25 g/km 0.028 g/km
人以下の普通自動車及び小型自動車

（車両重量 を超えるものに1,265kg
限る ）。

車両総重量が１．７トン以下の普通 ( ) ( )0.25 g/km 0.026 g/km
自動車及び小型自動車（専ら乗用の

用に供する乗車定員１０人以下のも

のを除く ）。

車両総重量が１．７トンを超え２． ( ) ( )0.40 g/km 0.03 g/km
５トン以下の普通自動車及び小型自

動車（専ら乗用の用に供する乗車定

員１０人以下のものを除く ）。

車両総重量が２．５トンを超え３． ( ) ( )4.50 g/kWh 0.09 g/kWh
５トン以下の普通自動車及び小型自

動車

車両総重量が３．５トンを超える普 ( ) ( )4.50 g/kWh 0.25 g/kWh
通自動車及び小型自動車（専ら乗用

の用に供する乗車定員１０人以下の

ものを除く ）。

（２）黒煙試験の基準

自動車に低減装置を装着した後の当該自動車の黒煙濃度が 以下であること。25%
（３）再生性能試験の基準

背圧変化率が自動車の走行距離 当たり－ 以下であること。1km 0.01kPa
（４）耐久性能試験の基準

①耐久性能試験終了後において （１）及び（２）の基準に適合していること。ただし、酸、

化触媒方式による低減装置にあっては （２）の基準を除く。、

②耐久性能試験中に当該低減装置に溶損、破損等が生じないこと。

（５）安全性能等の要件



低減装置の装着により車両及び他の装置の安全性を損なわないこと。

６ 評価方法

国土交通大臣は、低減装置の排出ガス低減性能等に係る基準への適合性、装置の点検・整備要

領の妥当性、品質管理の実施要領の妥当性及び基準不適合が発生した又は発生するおそれがある

ことを認める場合の対応の妥当性等について評価を行う。その際、国土交通大臣は、学識経験

者、原動機製作者等の意見を聞くことができる。

７ 評価の公表

（１）国土交通大臣は、低減装置について６に規定する評価を行った結果、適当であると認められ

た低減装置（以下「優良低減装置」という ）について、次に掲げる項目を公表する。。

①低減装置の種類

②低減装置の名称及び型式

③低減装置を取り付けることができる自動車の型式又は原動機の種類

④低減装置の製作者等の名称

⑤低減装置の使用条件

⑥その他必要な事項

（２ （１）の公表は、冊子、インターネット等により行う。）

（３）評価を行った結果、優良低減装置と判定されなかった低減装置及び評価ができなかった低減

装置の申請者に対しては、その旨を理由を付して通知する。

８ 変更の申請等

（１）優良低減装置の製作者等（以下「優良低減装置製作者等」という ）は、当該優良低減装置。

に係る３（２）及び（３）の記載内容について変更するときは、第２号様式の変更申請書及び

当該変更に関する資料を国土交通大臣に提出し、その変更の申請を行わなければならない。

（２）３（４ 、６及び７の規定は変更の申請について準用する。）

（３）優良低減装置製作者等は当該優良低減装置の製作者等でなくなった場合には、製作者等でな

くなった日から 日以内に国土交通大臣にその旨を第３号様式の届出書により届け出なけれ30
ばならない。

９ 基準不適合が発生した又は発生するおそれがあることを認める場合の対応

（１）優良低減装置製作者等は、優良低減装置の構造、装置又は性能に基準不適合が発生した又は

発生するおそれがあることを認める場合には、次に掲げる項目を速やかに国土交通大臣に報告

し、かつ必要な改善措置を講じなければならない。

①当該低減装置の名称、型式及び取り付けている自動車の型式又は原動機の種類

②基準不適合が発生した又は発生するおそれがあることを認める構造、装置又は性能の状況

及びその原因

③改善措置の内容

④前３号に掲げる事項を当該装置の使用者等に周知させるための措置

（２）国土交通大臣は、優良低減装置の構造、装置又は性能に基準不適合が発生した又は発生する



おそれがあることを認める場合には、当該優良低減装置製作者等に必要な資料の提出を求める

ことができる。

（３）国土交通大臣は （１）又は（２）の内容が安全の確保又は環境の保全の観点から支障があ、

ると認める場合は、その情報を公表するものとする。

品質の確保10
（１）優良低減装置製作者等は、当該優良低減装置が公表を受けた型式としての構造及び性能を有

するようにしなければならない。この場合において、優良低減装置製作者等は、当該装置が均

一性を有するようにするため４（１）～（３）の試験を 台に 台の割合で行わなければな50 1
らない。ただし、優良低減装置製作者等が国際標準化機構第 号の規格により登録されて9002

（ 、 。）いる場合 申請に係る低減装置に関し 主たる製作工場について登録されている場合に限る

はこの限りでない。

（２）優良低減装置製作者等は （１）の試験結果を１年間保存しなければならない。、

公表の取り消し11
国土交通大臣は、優良低減装置について、次に掲げる場合は、優良低減装置に該当しなくなっ

た旨の公表を行うものとする。

（１）優良低減装置に該当しなくなったと認めるとき。

（２）事故等の発生により緊急の必要があると認めるとき。

（３）優良低減装置の製作又は販売が行われなくなったとき。

（４）優良低減装置に係る３（２）または（３）の記載内容に変更があったにもかかわらず８に規

定する変更の申請を行っていないことが明らかになったとき。

（５）９（１）の場合において、当該優良低減装置製作者等が、国土交通大臣への報告を行わず、

又は、必要な改善措置を講じないとき。

（６）優良低減装置製作者等が９（２）の規定により求められた資料を正当な理由がなく提出しな

かったとき。



別添

窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の評価に係る技術基準

１．試験条件等

「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価実施要領」４に規定する試験は、次

の試験条件等によって行うものとする。

試験に使用する自動車（試験に使用する原動機を含む （以下「試験自動車」という ）1.1 。） 。

試験自動車は、次の各号に適合するものでなければならない。

低減装置を装着しない状態にあっては、排出ガスに影響を与えるおそれがある装置の設定が1.1.1
変更されていないこと。

低減装置を装着しない状態にあっては、排出ガスに影響を与えるおそれがある装置の改造又1.1.2
は変更が行われていないこと。

自動車点検基準（昭和２６年運輸省令第７０号）等に基づき点検・整備され、道路運送車両1.1.3
の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号 （以下「保安基準」という ）に適合しているこ） 。

と。

低減装置の装着1.2
低減装置の装着は、次の各号に適合するものでなければならない。

製作者等が定める装着方法に基づき試験自動車に取り付けられていること。1.2.1
試験中は、低減装置及び当該低減装置の装着器具の補修、交換装着位置の変更等を行わない1.2.2
こと。

燃料、潤滑油1.3
試験に使用する燃料は、試験自動車がガソリンを燃料とするものにあっては、表１に掲げる1.3.1
規格のガソリン、試験自動車が軽油を燃料とするものにあっては、表２に掲げる規格の軽油で

あって、全国的に普及している規格のものであること。ただし、低減装置の使用条件で使用す

る軽油の硫黄分が 以下のものに限定されている場合は、低減装置を装着した状態での50ppm
試験において、硫黄分が 以下の軽油を使用すること。50ppm

表１

燃料の性状又は物質 仕 様 試験方法

JIS K2255鉛 検出されない

0.01% JIS K2541硫黄分 以下

1% JIS K2536ベンゼン 以下

7% JIS K2536ＭＴＢＥ 以下



JIS K2536メチルアルコール 検出されない

4% JIS K2536灯油 以下

5mg/100ml JIS K2261実在ガム 以下

オクタン価 以上 （リサーチ法）89 JIS K2280

0.783g/cm JIS K2249密度 以下3

蒸留性状

留出温度 ℃以下10% 70
50% 75 110 JIS K2254留出温度 ～ ℃

留出温度 ℃以下90% 180
終点 ℃以下220

44 78kPa JIS K2258蒸気圧 ～

表２

燃料の性状又は物質 仕 様 試験方法

500ppm JIS K2541硫黄分 以下

45 JIS K2280セタン指数 以上

350 JIS K2254９０％留出温度 以下℃

50 JIS K2265引火点 以上℃

2.5mm /s JIS K2283動粘度 以上２

潤滑油は、試験自動車の製作者が定めたものを使用すること。1.3.2
試験機器等1.4

、 。1.4.1 試験で用いる動力吸収装置は シャシダイナモメータ又はエンジンダイナモメータを用いる

連続再生式ＤＰＦの再生性能試験における排気温度の測定には、十分に応答速度の高い熱電1.4.2
対温度計等により行う。

、 。1.4.3 0.13kPa排気圧の測定は 最小目盛 以下の圧力計により低減装置の上流側での静圧を測定する

駆動輪出力又はエンジン軸トルクの測定は、軸トルクメータ又はそれに相当する機器により1.4.4



行う。

排出ガス流量測定法により排出量を算出する場合は、吸入空気量及び燃料流量を測定する。1.4.5

試験方法2.
排出ガス低減性能試験方法2.1
排出ガスの測定2.1.1
排出ガスの測定については、低減装置を試験自動車に装着した状態及び装着しない状態で2.1.1.1

試験自動車の種別に応じ、以下の運転条件で運行する場合（以下「測定モード」という ）。

に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれるＣＯ、ＨＣ、ＮＯｘ及びＰＭの

排出量を測定する。

( ) 専ら乗用の用に供する乗車定員１０人以下のもの又は車両総重量が２．５トン以下のも1
の（専ら乗用の用に供する乗車定員１０人以下のものを除く ）。

保安基準第３１条第２項に規定する１０・１５モード法

( ) 車両総重量が２．５トンを超え、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの（専ら乗2
用の用に供する乗車定員１０人以下のものを除く ）。

保安基準第３１条第６項に規定するガソリン・液化石油ガス１３モード法又は別表１に掲

げる運転条件（以下「過渡走行モード法」という ）。

( ) 車両総重量が２．５トンを超え、軽油を燃料とするもの（専ら乗用の用に供する乗車定3
員１０人以下のものを除く ）。

保安基準第３１条第１２項に規定するディーゼル１３モード法又は過渡走行モード法

自動車の運行に伴って発生するＰＭをフィルターにより捕集し、捕集したＰＭを電気ヒ2.1.1.2
ーター等の強制加熱機構により燃焼させフィルターを再生させる機能を有するディーゼル微粒

子捕集フィルターについては、当該低減装置の製作者等が指定する再生時間間隔に応じて以下

の方法により行う。

( ) 再生の間隔が測定モードの時間又は再生に要する時間の 倍以下の場合1 1.5
排出ガスの測定は、再生の開始と同時に開始するものとする。

( ) 再生の間隔が（１）以外の場合2
再生の開始と同時に排出ガスの測定を開始する試験及び再生の完了直後に排出ガスの

測定を開始する試験を行い、次式により加重調和平均を算出する。

ただし、

Ａ ：加重調和平均された排出ガスの排出量（ 、( )又は( )）mean （ ）g/km g/kWh g/test
Ａ ：再生の開始と同時に排出ガスの測定を開始する試験により得られた排出ガス1

の排出量（ 、( )又は( )）（ ）g/km g/kWh g/test
Ａ ：再生の完了直後に排出ガスの測定を開始する試験により得られた排出ガスの２

排出量（ 、( )又は( )）（ ）g/km g/kWh g/test
Ｔ ：Ａ を求めるために行う試験における再生運転時間( )R1 1 s

Amean =
TR1-TR2

1
A1

TRR

TR
Tm-TR2 +A2 TR1-

TRR

TR
Tm



Ｔ ：Ａ を求めるために行う試験における再生運転時間( )R2 ２ s
Ｔ ：再生運転時間間隔( )RR s
Ｔ ：再生運転時間( )R s
Ｔ ：排出ガス測定モード運転時間( )m s
式中Ａ 、Ａ 及びＡ の単位は、同一のものとすることmean 1 ２

排出ガスの測定に当たっては、排出ガスの排出量のほか以下の項目を計測する。2.1.2
①排出ガスの測定の開始前及び終了後に計測する項目

天候、試験室内温度、試験室内湿度、大気温度、大気圧、時刻及び冷却水温度

②排出ガスの測定中に計測する項目

車両速度（シャシダイナモメータによる場合に限る 、エンジン回転速度（エンジン。）

ダイナモメータによる場合に限る 、エンジントルク（エンジンダイナモメータによる。）

場合に限る 、排気温度、排気圧力。）

黒煙試験方法2.2
低減装置を試験自動車に装着した状態で保安基準第 条第 項に規定する無負荷急加速排気煙31 22

濃度試験により行う。

再生性能試験方法2.3
背圧は、低減装置の上流側での静圧を測定する。2.3.1
あらかじめＰＭを堆積させた低減装置を試験自動車に装着した状態で別表２に示す手順に2.3.2

より連続再生式ＤＰＦのピーク背圧を測定し、次式（ただし、試験自動車が ( )に掲2.1.1.1 1
げるものにあっては、式中「 」を「 」とする 。により背圧変化率を算出する。13.917 4.165 ）

２回目の背圧測定値( )－１回目の背圧測定値( )kPa kPa
背圧変化率( ) ＝kPa/km

13.917 km/test 3( )×

なお、暖機運転については、シャシダイナモメータによる試験の場合には、 ㎞ の車速で60 /h
の定常走行、エンジンダイナモメータによる場合は、エンジン最高出力時回転数の の回転60%
数、負荷率 のエンジン定常運転とする。30%
耐久性能試験2.4

以上又は低減装置の定期交換を要する走行距離の走行（路上での実走行又はエンジン30,000km
ダイナモメータもしくはシャシダイナモメータ上での走行）の後において、 の排出ガス低減性2.1
能試験及び の黒煙試験を行う。なお、走行中における低減装置の取扱いについては、当該低減2.2
装置の製作者等が指定するものとすること。



第１号様式

窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価申請書

国土交通大臣 殿

年 月 日

申請者の氏名
印又は名称 ○

住 所

低減装置の種類、名称及び型式

主たる製作工場の名称及び所在
地

排出ガス低減性能試験
（低減率、排出量）

黒 煙 濃 度

試験の結果 背 圧 変 化 率
（連続再生式ＤＰＦに限る）

耐 久 性 能 試 験
（走行距離、走行後の低減率、排出
量、黒煙濃度）

低減装置を取り付けることがで
きる自動車の型式又は原動機の
種類

低減装置のフィルター等の交換
時期

低減装置の使用条件

備 考

（日本工業規格Ａ列４番）
備考
申請書には、押印することに代えて、申請をする者（法人にあってはその代表者

又はその法人の者であってその法人の代表者から申請に関する権限の委任を受けた者）
が署名することができる。



第２号様式

優良低減装置変更申請書

国土交通大臣 殿

年 月 日

申請者の氏名
印又は名称 ○

住 所

優良低減装置の種類、名
称及び型式

変更事項及び変更事由

変 更 年 月 日

備 考

（日本工業規格Ａ列４番）
備考
申請書には、押印することに代えて、申請をする者（法人にあってはその代表者

又はその法人の者であってその法人の代表者から申請に関する権限の委任を受けた者）
が署名することができる。



第３号様式

優良低減装置製作等廃止届

国土交通大臣 殿

年 月 日

申請者の氏名
印又は名称 ○

住 所

優良低減装置の種類、名
称及び型式

製 作 等 廃 止 事 由

製 作 等 廃 止 年 月 日

備 考

（日本工業規格Ａ列４番）
備考
申請書には、押印することに代えて、申請をする者（法人にあってはその代表者

又はその法人の者であってその法人の代表者から申請に関する権限の委任を受けた者）
が署名することができる。



別表１〔過渡走行モード〕 （略）

別表２〔連続再生式ＤＰＦ再生性能評価に係る運転モード〕

№ 項目 運転条件 時間( ) 備考s

60% 1200１ 暖機運転 エンジン最高出力時の の回転

で負荷率 の状態での定常運転30%
は、 での定常走行60km/h

1800２ モード運転１回目 過渡走行モード法（試験自動車が

( )に掲げるものにあって （１０・１５モー2.1.1.1 1
は、１０・１５モード法） ド法の場合は、

）660

３ モード間運転 アイドリング アイドリング運600
転終了時の排出

ガス温度を録す

る

４ 背圧測定１回目 無負荷急加速運転 － ※

2. 1800５ モード運転２回目 過渡走行モード法 試験自動車が（

( )に掲げるものにあっては、 （１０・１５モー1.1.1 1
１０・１５モード法） ド法の場合は、

）660

600６ モード間運転 アイドリング

2. 1800７ モード運転３回目 過渡走行モード法 試験自動車が（

( )に掲げるものにあっては、 （１０・１５モー1.1.1 1
１０・１５モード法） ド法の場合は、

）660

600８ モード間運転 アイドリング

2. 1800９ モード運転４回目 過渡走行モード法 試験自動車が（

( )に掲げるものにあっては、 （１０・１５モー1.1.1 1
１０・１５モード法） ド法の場合は、

）660



モード間運転 アイドリング ※※ ※※10

背圧測定２回目 無負荷急加速運転 － ※11

※無負荷急加速運転による背圧計測

アクセルペダルを急速に一杯に踏み込み 秒間持続した後、アクセルペダルを直ちに離しこ15
の間のピーク背圧を測定する。

※※背圧測定２回目の開始タイミング

アイドリング運転中の排出ガス温度が№３で測定した温度に到達した時点で、速やかに無負荷

急加速運転を開始する。


